
指定給水装置工事事業者の新規の指定申請提出書類等  

 

□１指定給水装置工事事業者指定申請書（裏面あり）  【様式あり】  

□２水道法第２５条の３第１項第３号イからへまでのいずれにも該当しない者であること

を誓約する書類   【様式あり】  

水道法  第２５条の３第１項第３号  

   次のいずれにも該当しない者であること。  

    イ 心身の故障により給水装置工事の事業を適正に行うことができない者として

国土交通省令で定めるもの  

ロ 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者  

ハ この法律に違反して、刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受ける

ことがなくなつた日から二年を経過しない者  

ニ 第二十五条の十一第一項の規定により指定を取り消され、その取消しの日か

ら二年を経過しない者  

ホ その業務に関し不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足り

る相当の理由がある者  

ヘ 法人であつて、その役員のうちにイからホまでのいずれかに該当する者があ

るもの  

□３機械器具調書（□４のイ～ニの器具について記載すること。）【様式あり】  

□４機械器具の写真  

イ 金切りのこその他の管の切断用の機械器具 （金切のこ等）  

ロ やすり、パイプねじ切り器その他の管の加工用の機械器具  

（やすり、ねじ切機等）  

ハ トーチランプ、パイプレンチその他の接合用の機械器具  

（トーチランプ、パイプレンチ等）  

二 水圧テストポンプ  

□５（申請者が法人の場合のみ提出）定款  

□６（申請者が法人の場合のみ提出）登記事項証明書 ※コピー可（ 3 ヶ月以内のものに限る）  

□７（申請者が個人の場合のみ提出）住民票又は外国人登録証明書  

※コピー可（ 3 ヶ月以内のものに限る）  

□８給水装置工事主任技術者選任・解任届出書【様式あり】  

□９給水装置工事主任技術者免状の写し  

□10 事業所の外観及び事務室内の写真  

□11 事業所の平面図  

□12 事業所までの案内図  

□13 調査票  

□14「納入通知書兼領収書」の写し  

 

（注意）現況がわかるよう 1～13 は全て最新の情報が記載されたものを準備すること！！  

 



 

 

指定給水装置工事事業者指定申請書  

 

令和  年  月  日  

 

青森市公営企業管理者 様  

 

 

申請者 氏名又は名称               

住    所  

代 表 者 氏 名 

 

 

水道法第１６条の２第１項の規定による指定給水装置工事事業者の指定を受

けたいので、同法第２５条の２第１項の規定に基づき次のとおり申請します。  

役員（業務を執行する社員、取締役又はこれらに準ずる者）の氏名  

氏     名
フ リ ガ ナ

 氏     名
フ リ ガ ナ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事業の範囲  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

機械器具の名称、性能及び数  別表のとおり  

(表面 ) 



 

 

（上表以外にも事業所がある場合のみ下表に記入を要する。）  

 
 

 

当 該 給 水 区 域 で 給 水 装 置 工 事 の 

事 業 を 行 う 事 業 所 の 名 称 

 

 

 

 

上 記 事 業 所 の 所 在 地 

 

 

上記事業所で選任されることとなる  

給 水 装 置 工 事 主 任 技 術 者 の 氏 名 
給水装置工事主任技術者免状の交付番号 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

当 該 給 水 区 域 で 給 水 装 置 工 事 の 

事 業 を 行 う 事 業 所 の 名 称 

 

 

 

 

上 記 事 業 所 の 所 在 地 

 

 

上記事業所で選任されることとなる  

給 水 装 置 工 事 主 任 技 術 者 の 氏 名 
給水装置工事主任技術者免状の交付番号 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(裏面 ) 



 

 

誓  約  書  
 

 

 

 

指定給水装置工事事業者申請者及びその役員は、水道法第２５条の

３第１項第３号イからヘまでのいずれにも該当しない者であること

を誓約します。  

 

 

 

 

令和   年   月   日  

 

 

             申請者  

 氏名又は名称               

住    所  

代 表 者 氏 名 

 

 

 

 

 

 

青森市公営企業管理者 様  

 

 

 

 

 



 

機  械  器  具  調  書  

令和   年   月   日現在  

種   別  名    称  型式・性能  数 量  備  考  

金切り のこその

他の管 の切断用

の機械器具 （金

切のこ等）  

 

 

 

 

 

 

やすり、パイプね

じ切り器そ の他

の管の加工 用の

機械器具（ やす

り、ねじ切機等） 

 

 

 

 

トーチランプ、パ

イプレ ンチその

他の接 合用の機

械器具（トーチラ

ンプ、パイプレン

チ等）  

 

 

 

 

水圧テ ストポン

プ  

 

 

    

（注）種別の欄には「管の切断用の機械器具」、「管の加工用の機械器具」、「接合

用の機械器具」、「水圧テストポンプ」の別を記入すること。（器具等写真添付）  

 

 

 



 

 

給水装置工事主任技術者選任・解任届出書  

 

（）令和  年  月  日  

 

 

青森市公営企業管理者 様  

 

 

 

届出者             
 

 

 

 

水道法第２５条の４の規定に基づき、次のとおり給水装置工事主任技術者の  

（ 選任・解任 ）の届出をします。  

 

給 水 区 域 で 給 水 装 置 工 事 の

事 業 を 行 う 事 業 所 の 名 称 
 

上 記 事 業 所 で 選 任 ・ 解 任 す る 

給水装置工事主任技術者の氏名  

（氏名・フリガナの記入）  

給水装置工事主任技術者 

免 状 の 交 付 番 号 
選任・解任の年月日  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
 
 

 



調  査  票    

指定工事事業者名   

郵 便 番 号   

住   所  
 

 

電 話 番 号  

Ｆ Ａ Ｘ 番 号  

E－mail アドレス   

緊急連絡先  

代表者又は  

統括となる主任技術者  
 

携帯電話番号等   

第２郵送先  

（代表者等自宅の住所） 
 

主 任 技 術 者 及 び 技 能 資 格 者 

 

氏   名  主任技術者  

旧 日 水 協 の 

１級・２級配管技士の  

資 格 の 有 無 

（公財）給水工事技術振興財団  

給水工事配管技能検定

の配管技能者  

 

 

 

 

有 ・ 無  

 

有 ・ 無  

 

有 ・ 無  

 

 

 

 

有 ・ 無  

 

有 ・ 無  

 

有 ・ 無  

 

 

 

 

有 ・ 無  

 

有 ・ 無  

 

有 ・ 無  

 

 

 

 

有 ・ 無  

 

有 ・ 無  

 

有 ・ 無  

 

 

 

 

有 ・ 無  

 

有 ・ 無  

 

有 ・ 無  

 

 

 

 

有 ・ 無  

 

有 ・ 無  

 

有 ・ 無  

 

※旧日水協１級・２級配管技士、又は給水工事配管技能者は、検定合格証書若し

くは資格証の写し、又は配管技能者証を添付してください。  



 

年  月  日  

FAX 
 

送付先 青森市給排水課 指定給水装置工事事業者 担当者 宛  

FAX  017-774-1236 

TEL  017-774-1234 

件名  指定手数料納入通知書の交付依頼  

 

青森市指定給水装置工事事業者の新規指定について申請しますので、  

 指定手数料の納入通知書を交付してください。  

 

 

 

申請者記載欄  

業 者 名   

住 所  

〒  

代 表 者  役職             氏名  

電 話 番 号   

F A X 番 号   

納入通知書  

の受取方法  

 

いずれか選択  

申請担当者   

 

（備考）※市から申請者への連絡事項  

・本状（1 枚のみ）を FAX で市へ送信して納入通知書の交付を受けてください。  

 指定手数料を納付後に申請書の提出になります。  

□ 給排水課の窓口  

□ 記載した住所への郵送  


